
る支払能力にも左右されるので,企業横断的に-律には決められないとの

意見がl使用者団体や中小企業の人事労務担当者から出された.

これにつt,l-eは.現在でも,各個別企業においてはl事前に労使間で集

団的に希望退職制度を取り決め,退職金の割増率等を定める事例が多くあ

ること等にかんがみ,解雇の金銭解決の申立てをl解決金の額の基準につ

vlて個別企業における事前の集団的な労使合意く労働協約や労使委員会の

決義1がなされていた場合に限って認めることとし1その基準をもって解

決金の額を決定するなどの工夫をすることも可能であると思われるo

く2J使用者からの金銭解決の申立て

使用者からの金銭解決の申立てについてはl解雇は無効であっても現実に

は労働者が原職に復帰できる状況にはないケ-スもかなりあることから,使

用者側の申立てにも-定の意味があるとの意見があったD

他方で,労働者は自分の仕事自体をライフワ-クとしてこれにこだわりを
持っている場合もありl使用者側からの請求を認める.ことは慎重に考える必

要があるとの意見もあったo 享た1ヒアリングや意見募集におt,1ても1使用

者団体や企業の人事労務担当者,使用者側弁護士からはこれを認めるべきで

あるとの意見があった-方l労働組合や労働者側弁護士からは1制度の導入
について強Vl反対が示された.

このほかl違法な解雇を行った使用者に金銭解決の申立てを認める必要は

なvlとの指播もあるoまた,どんなに使角者からの申立ての要件を限定した

としても,職場復帰を壇む労働者がその意思に反して職場に復帰できなくな

るケ-スが発生することは妥当ではないとめ指摘もある.

しかし1これちの指摘についてはl違法な解雇は無効とされl判決時くロ

頭弁論終結F引までの違法状態は是正されることを節提とした上で,その後
,の問題として. L現実に職場復帰できない労働者にとっては,違法く無効1な

解雇を行った使用者からの申立てであっても解決金を得られる方がメ.リッ
トがある場合は実際上あり得るのであってlそのような措置はまた紛争の早

期解決にも資するoこれらのことを考慮すると,使用者からも金銭解決の申

立てを認める必要があるのではないかという考え方もあり得るo

いずれにせよ,使用者からの解雇の金銭解決の申立てについては,指摘が

予想される間題-つ-うについてどめような解消方法が可能か1検討する必

要があるo

ア r違法な解雇が金鎮で有効となるJ, r解雇を誘発するJ等の批判につい

て

解雇の金銭解決制度に関しては1療用者から解雇に際して金銭o1支払が
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